
練馬区情報番組 00月の放送内容 毎日午前9時・正午の2回、ケーブルテレビJ：COMチャンネル東京（地上デジタル11チャンネル）で放送中。
※区HPやYouTubeの練馬区公式チャンネルからもご覧になれます。問広報戦略係☎5984-26932月の放送内容 ●未来へ羽ばたく 練馬区二十歳のつどい

�確定申告書はスマホやパソコンで作成・提出できます
　国税庁HPの確定申告書等作成コーナーでは、スマホやパソコ
ンで確定申告書を作成できます。また、マイナンバーカードを使
用して提出もできます。
贈与税の申告もスマホでできます
　相続時精算課税や贈与税の住宅取得等資金の非課税の適用を受けるため
には、3月16日㈪までに申告・納付が必要です。

　令和8年度分の住民税の申告と7年分の所得税（復興特別所得税含む）の確定申告を受け付けます。

※期限を過ぎて申告した場合、８年度住民税の特別徴収税額通知書・普通徴収納税通知書への反映が間に合わない場合があります。
申告は3 /16月まで

の申告は期限内に税

■1 主な税制改正のお知らせ
　8年度の住民税から以下の内容が適用されます。詳しくは、
区HPをご覧ください。
①給与所得控除の見直し

給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられ、給
与収入金額190万円まで給与所得控除額が65万円となります。
②扶養親族等の所得要件の引き上げ
•• �扶養親族および同一生計配偶者の合計所得金額（48万円以下→58万

円以下）
•• �ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等（48万円以下→58万円以下）
•• �勤労学生の合計所得金額（75万円以下→85万円以下）

③特定親族特別控除の創設
19歳以上23歳未満で合計所得金額が58万円超123万円以下の生計を

住民税の申告はネットまたは郵送が便利です
窓口は混雑します

　8年度から、マイナンバーカードを使用してスマホやパソコン
で申告できます。詳しくは、eLTAX HPをご覧ください。
　郵送または窓口で申告する場合は、次の書類を税務課に提出
してください。
〈提出書類〉
①住民税の申告書
②所得や経費の明細が分かるもの（給与所得の場合は源泉徴収票）
③�控除額が分かるもの（医療費控除の明細書〈下の「知っておきたい税のは

なし」3参照〉、生命保険料・地震保険料の証明書の原本、社会保険料の
支払金額が分かるもの、障害者手帳など）

④�マイナンバーが確認できる書類（マイナンバーカード、マイナンバーが
記載された住民票の写しなど）

⑤�本人確認書類（マイナンバーカード、運転免許証、在留カードなど）
※�郵送の場合、③の障害者手帳や④⑤は写し（マイナンバーカードは両面）

を提出してください。

問合せ 税務署【練馬東☎6371-2332、練馬西☎3867-9711】

●申告窓口
場所 日程 （土・日曜、祝休日を除く） 受付時間

税務課（区役所本庁舎4階） 2/16㈪～3/16㈪ 8:30～17：00
石神井庁舎５階 2/16㈪～25㈬

9：00～12：00
13：00～16：00

東大泉中央地域集会所 2/17㈫・18㈬
上石神井南地域集会所 3/3㈫・4㈬
光が丘区民センター２階 3/3㈫～5㈭
早宮地域集会所　　 3/5㈭・6㈮
関区民センター 3/9㈪～11㈬
大泉北地域集会所 3/10㈫・11㈬

※体が不自由な方を除き、車での来場はご遠慮ください。

住民税の申告　 申告は区役所へ 所得税・消費税・贈与税の確定申告 申告は税務署へネット・郵送が
オススメ！

税の種類 申告期限 納期限 問合せ

特別区民税・都民税（住民税） 3/16㈪
※�所得税（復興特別所得税含む）

の確定申告をする方は、住
民税・個人事業税の申告は
不要です。

普通徴収の場合、年4回
(6・8・10・1月の末日)

区役所内
税務課区税第一～第四係
☎5984-4537

所得税
（復興特別所得税含む）

3/16㈪
※口座振替は4/23㈭。

税務署
練馬東☎6371-2332
練馬西☎3867-9711

個人事業税 年2回(8・11月の末日) 豊島都税事務所☎3981-1211
贈与税 3/16㈪ 3/16㈪ 税務署

練馬東☎6371-2332
練馬西☎3867-9711個人事業者の消費税・地方消費税 3/31㈫ 3/31㈫

※口座振替は4/30㈭。

•• �公的年金等の収入金額が400万円以下で、それ以外の所得金額が20万円
を超える

•• �外国の法令に基づく公的年金等を受給している
※�上記の場合以外でも確定申告が必要な場合があります。詳し

くは、国税庁HPをご覧ください。
〈住民税〉
　確定申告が不要な場合でも、給与や公的年金等以外の収入が
ある場合や、控除内容に変更・追加のある場合は住民税の申告
が必要です。詳しくは、区HPをご覧ください。

■3 医療費控除を申告する方へ
　医療費控除の申告を行う場合は、「医療費控除の明細書」の提
出が必要です。領収書の添付などでは受け付けられません。領

一にする親族（特定親族）の場合、特定親族の合計所得金額に応じて3万
～45万円の特定親族特別控除が受けられます（配偶者、青色事業専従者
として給与の支払いを受ける人および白色事業専従者を除く）。　

■2� 給与・公的年金等の収入がある方へ
〈所得税〉
　７年中の収入が次のいずれかに当てはまる場合は、確定申告が必要です。
•• �給与の収入金額が2000万円を超える
•• �給与を1カ所から受けていて、給与・退職所得以外の所得金額が20万円

を超える
•• �給与を2カ所以上から受けていて、年末調整されていない給与収入金額と

給与・退職所得以外の所得金額の合計金額が20万円を超える
•• �公的年金等の収入金額が400万円を超える

問合せ
1 2 3 の住民税について
…区役所内区税第一～第四係☎5984-4537
2 3 の所得税 について
…税務署【練馬東☎6371-2332、練馬西☎3867-9711】

保険料の正しい算定のために期限内の申告をお願いします
　国民健康保険・後期高齢者医療制度・介護保険の保険料などは、
住民税の申告内容に基づき算定します。7年中に所得がなかった方
でも、各保険に加入している場合は申告をしてください。保険料の
軽減などには世帯全員分の申告が必要です。

所得がなかった方へ

申告書の配布と発送
　申告書は、区HPに掲載するほか、区民事務所（練馬を除く）
と税務課（区役所本庁舎4階）で配布しています。昨年、住民税
の申告をした方などには、2月2日㈪に申告書を発送します。

問合せ 税務課区税第一～第四係☎5984-4537

ネットが
オススメ！

税務署の確定申告書作成会場は
2/16㈪～3/16㈪に開設
　受付時間は、平日午前8時30分～午後4時（相談は午前9時15分から）です。
申告書の提出のみの場合を除き、入場には整理券が必要です。　※体が不
自由な方を除き、車での来場はご遠慮ください。　※3月1日㈰にベルサー
ル渋谷ファースト（渋谷区東1-2-20）で申告書作成の相談を行います。駐車
場はありません。
〈整理券の入手方法〉　※整理券がなくなり次第、受け付けを終了します。
・LINEで事前に申し込み

国税庁のLINEアカウントを「友だち」に追加して申し込んでく
ださい。
・当日会場で申し込み

整理券が必要です

 住民税の申告が必要な方
　８年１月１日現在練馬区に住んでいて、７年中に所得が
あった方　※区外に住んでいて、区内に事務所などがあ
る場合も対象です。

〈次のいずれかに当てはまる方は申告不要です〉
・�税務署に所得税の確定申告をする
・�7年中の所得が給与所得のみで、勤務先から区に給与支払報告書が提出さ

れている（下の「知っておきたい税のはなし」2�■参照）
・�7年中の所得が公的年金等に係る雑所得のみで、年金支払先から区に公的年

金等支払報告書が提出されている（下の「知っておきたい税のはなし」2�■参照）

税理士による無料申告相談会
　小規模納税者の所得税（復興特別所得税含む）と消費税、年金受給者と給
与所得者の所得税（復興特別所得税含む）の申告が対象です。土地、建物、
株式などの譲渡所得や退職所得がある方、住宅借入金等特別控除が初年度
の方などは除きます。

整理券が必要です

練馬東税務署管轄区域 練馬西税務署管轄区域

〈整理券の入手方法〉　※整理券がなくなり次第、受け付けを終了します。

②当日会場で申し込み

①インターネットで事前に申し込み

▶アカウント名：国税庁

◆にせ税理士にご注意ください
税理士資格のない者が税務相談などを受けることは、法律で禁止

されています。税理士バッジ・証票を確認してください。

◆便利なキャッシュレス納付をご利用ください
国税の納付には、金融機関や窓口に行かなくても納付手続

きができる「キャッシュレス納付」が便利です。
詳しくは、国税庁HP

▲

収書は添付不要ですが、5年間保管してください。詳しくは、区HPをご覧
ください。

国民健康保険に加入中の方へ
〈「医療費のお知らせ」も医療費控除の申告手続きに使用できます〉
　国民健康保険に加入中で、7年中に医療機関を受診した方へ1月30日
に発送しました。お知らせが届かない場合は、ご連絡ください。
問こくほ給付係☎5984-4553
※申告手続きについては、下記問合せ先にお問い合わせください。

知 っ て お き た い 税 の は な し

郵送で提出する場合の提出先
　東京国税局業務センター大手町分室（〒100-8156千代田区大手町1-3-3）に
提出してください。　※e-Taxの場合は、管轄の税務署に提出してください。

マイナンバーカードでもっと便利に！
　マイナポータルと連携すると、給与所得の源泉徴収票の一部
や医療費、ふるさと納税などの内容を自動入力できます。詳し
くは、国税庁HPをご覧いただくか、お問い合わせください。

〈日程など〉

※体が不自由な方を除き、車での来場はご遠慮ください。
※�申告書の提出のみの場合は、東京国税局業務センター大手町分室へ郵送で提出してく

ださい。

管轄 日程 受付時間 場所

練馬東税務署 2/2㈪・3㈫ 9：30～16：00 ココネリ3階

練馬西税務署 2/3㈫～6㈮   9：30～11：30
13：00～15：30 石神井庁舎5階

▲区HPで申告
判定ができます

  令和8年（2026年）2月1日令和8年（2026年）2月1日  6 7持＝持ち物 申＝申込 問＝問合せ　HP＝ホームページ対＝対象 日＝日時・期間 場＝場所 内＝内容 講＝講師 定＝定員  ¥ ＝費⽤（記載のないものは無料） 

記事のタイトルをクリックすると、当該記事のホームページに遷移します。※ページがない場合は、遷移しません。

https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/zei/zeishinkoku/jyuninzeisinkoku.html
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/zei/zeishinkoku/shinkoku.html
https://www.eltax.lta.go.jp/news/12336
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/zei/jyuminzei/seido/8zeiseikaisei.html
https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bsctrl
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/mynumberinfo/mnp_junbi/kakutei.htm
https://www.nta.go.jp/line/
https://coubic.com/nerima-ezei
https://coubic.com/nerima-wzei
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu/01.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2025/01/1_06.htm
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/zei/zeishinkoku/shinkoku.html
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/zei/jyuminzei/shotokukojo/iryohikojo.html
https://www.youtube.com/user/nerimach?app=desktop



